
亀山市歴史博物館条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。 

令和８年３月２６日 

                亀山市教育委員会教育長 

 

 

亀山市教育委員会規則第８号 

 

   亀山市歴史博物館条例施行規則を廃止する規則 
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亀山市教育委員会規則第８号 

 

亀山市歴史博物館条例施行規則を廃止する規則 

 

亀山市歴史博物館条例施行規則（平成１７年亀山市教育委員会規則第３７号）は、廃

止する。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


